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◎
第
８５
号
議
案

・
白
石
市
情
報
セ

ン
タ
ー
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る

条
例

〔
質
疑
Ｘ
７
回
の

一
部
改
正
の
経

緯
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

〔
答
弁
〕
旭
プ
ロ
ダ
ク
シ
∃
ン
を

誘
致
す
る
こ
と
で
、
デ
ジ
タ
ル
コ

ン
テ
ン
ツ
を
活
用
し
た
地
域
産
業

活
性
化
、
教
育
分
野
に
お
け
る
連

携
、
職
員
の
能
力
開
発
支
援
な
ど

の
地
域
振
興
を
展
開
す
る
た
め
に

改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
質
疑
Ｘ
７
回
の
改
正
に
よ
り
三

階
部
分
の
施
設
利
用
が
で
き
な
く

な
る
が
、
〈フ
後

一
般
の
利
用
は
ど

う
な
る
の
か
。

〔答
弁
〕
平
成
２０
年
度
の
パ
ソ
コ

ン
講
習
会
の
利
用
が
年
に
４４
回
で

２４２
人
が
利
用
し
て
い
る
が
、
〈至
峨

室
の
利
用
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と

か
ら
、
二
階
部
６
は
そ
の
ま
ま
利

用
し
、
一
階
事
務
室
及
び
ロ
ビ
ー

を
利
用
す
る
こ
と
で
同
等
の
利
用

が
可
能
で
あ
る
。

〔
質
疑
〕
情
報
セ
ン
タ
ー
の
補
助

金
額
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。
ま
た
、

目
的
外
使
用
に
伴
う
補
助
金
返
還

が
伴
う
の
か
。

〔答
弁
〕
国
庫
補
助
金
が
２
億
７

千
１２‐
万
２
干
円
、
県
補
助
金
が
１

億
３
千
５６０
万
５
千
円
、
と
な
っ
て

い
る
。

平
成
２０
年
４
月
に
補
助
金
適
正

化
法
の
規
制
緩
和
措
置
が
講
じ
ら

れ
、
従
来
は
目
的
外
に
転
用
す
る

場
合
に
は
補
助
金
等
の
返
還
が
生

じ
た
が
、
〈フ
回
は
、
建
物
が
建
設

か
ら
１０
年
を
経
過
し
て
お
り
（
補

助
金
の
返
還
は
生
じ
な
い
。

◎
第
８６
号
議
案

。
白
石
市
公
民
館

条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

〔
質
疑
〕
料
金
改
定
の
経
過
と
基

準
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

〔
答
弁
〕
昭
和
５７
年
度
に
設
定
後

現
在
に
至
っ
て
い
る
が
、
財
政
的

見
地
及
び
近
隣
市
町
と
の
比
較
、

維
持

・
修
繕
費
も
増
加
し
て
い
る

こ
と
な
ど
を
含
め
て
、
受
益
者
負

担
の
観
点
か
ら
提
案
し
て
い
る
。

〔
質
疑
〕
公
民
館
の
利
用
状
況
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

〔
答
弁
〕
現
在
減
免
対
象
で
あ
る

登
録
団
体
が
１３７
団
体
で
あ
る
が
、

毎
月
平
均
で
約
７０
か
ら
８０
団
体
が

利
用
し
て
お
り
、
年
間
を
通
し
た

利
用
計
画
も
多
く
、
各
団
体
の
利

用
回
数
を
調
整
し
許
可
を
し
て
い

る
。

〔
質
疑
〕
生
涯
学
習
の
充
実
は
大

き
な
柱
で
あ
り
、
減
免
率
の
引
き

下
げ
な
ど
改
定
は
す
べ
き
で
は
な

い
の
で
は
な
い
か
。

〔
答
弁
〕
利
用
者
が
増
加
し
て
い

る
中
で
、
個
々
の
活
動
も
含
め
利

用
す
る
場
合
に
は
受
益
者
負
担
が

必
要
で
あ
る
。

◎
第
８７
号
議
案

。
自
石
市
古
典
芸

能
伝
承
の
館
設
置
条
例
の

一
部
を

改
正
す
る
条
例

〔
質
疑
〕
使
用
料
を
内
税
と
し
た

理
由
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

〔
答
弁
〕
こ
れ
ま
で
外
税
と
し
て

き
た
が
、
例
規
と
の
整
合
性
を
図

る
観
点
か
ら
今
回
よ
り
内
税
と
し

た
。〔

質
疑
〕
施
設
の
利
用
状
況
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

〔
答
弁
〕
平
成
２０
年
度
で
７８６
件
、

１
万
３
千
１７
人
と
な

っ
て
い
る
。

◎
第
８８
号
議
案

。
白
石
市
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
を
改
正

す
る
条
例

〔
質
疑
〕
改
定
額
が
大
き
い
と
思

わ
れ
る
が
い
か
が
か
。

〔
答
弁
〕
近
隣
の
同
規
模
施
設
と

の
比
較
に
よ
る
も
の
と
、
勤
労
者

体
育
セ
ン
タ
ー
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
に
所
管
換
え
さ
れ
た
際
に
、

一
般
の
利
用
者
の
料
金
も
勤
労
者

の
使
用
料
と
同
等
の
、
低
額
の
料

金
と
し
て
い
た
こ
と
も
要
因
で
あ

る
。

〔
質
疑
〕
改
定
に
伴
う
増
収
は
指

定
管
理
者
の
運
営
に
支
障
は
な
い

の
か
。

〔
答
弁
〕
法
人
税
の
問
題
で
あ
る

が
、
収
益
事
業
団
体
で
な
い
と
の

認
定
を
受
け
て
お
り
、
法
人
税
の

市
県
民
税
に
つ
い
て
も
免
除
申
請

を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
支
障
は

な
い
。

◎
第
８９
号
議
案

。
白
石
市
立
学
校

施
設
の
開
放
に
関
す
る
条
例
の

一

部
を
改
正
す
る
条
例

〔
質
疑
〕
前
回
の
改
定
時
期
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

〔
答
弁
〕
平
成
５
年
以
降
現
行
の

使
用
料
と
な
っ
て
い
る
。

近
隣
市
町
の

一
部
に
は
無
料
も

あ
る
が
、
維
持
費
の

一
部
と
し
て

徴
収
し
て
い
る
。

◎
第
９０
号
議
案

。
白
石
市
手
数
料

条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

〔
質
疑
〕
今
回
の
改
定
の
基
準
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。
ま
た
、
費
用

対
効
果
で
算
出
さ
れ
る
の
か
併
せ

て
伺
い
た
い
。

〔
答
弁
〕
昭
和
６‐
年
度
以
降
改
定

が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
種
証
明
シ

ス
テ
ム
委
託
料
コ
ス
ト
の
上
昇
も

あ
る
が
、
待
ち
時
間
の
短
縮
な
ど

利
便
性
も
向
上
し
て
お
り
、
近
隣

市
町
と
の
比
較
に
よ
り
算
出
し
て

い
る
。

自
主
財
源
確
保
の
側
面
も
あ
る

が
、
改
定
に
つ
い
て
は
年
数
も
経

過
し
て
お
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

も
含
め
適
正
な
設
定
が
必
要
で
あ

る
、
と
の
判
断
か
ら
算
出
し
て
い

る
。

◎
第
９３
号
議
案

。
白
石
市
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
条
例
の

一
部
を
改
正

す
る
条
例

〔
質
疑
〕
現
在
の
利
用
状
況
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。
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